
I 令和 2年度教育奨学生募集の概要

(注 )・ 申請できるのは上記のどちらか一つですので、十分検討して申請してく い 。

・申し因みにあたつでよ 市町村民税の所得割額が非課税の世帯の場合、返資盃要の奨学給付金
制度がありますので、そちらを活用願います。
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Ⅱ 教育奨学金の申請について

静岡県では、経済的理由により修学が困難な生徒に対し、学資を貸与
り、将来社会に貢献 し得る人材を育成することをヨ的として奨学金制度を設けました。
県から学資の貸与を受ける生徒を「教育奨学生」といい、賞与される学資を「教育奨学金」と

いいます。教育奨学生は、教育奨学金の貸与を希望する人の中から選者の上決定されます。
教育奨学金は県民や国民の尊い税金が原資となつていて、その上で制度が成り立つています。

卒業後返還されるお金は後輩の教育奨学金として再び活用される仕組みになつていますので、貸
与を受けた人が決められた期間内にきちんと返還し、後輩のみなさんが経済的な心配をすること
なく安心して勉学に励めるよう支えていくことが大切になります。

2 教育奨学生の心得

教育奨学生は、県が定める静岡県高等学校等教育資金及び高等学校等奨学金貸与規則を守り、学
校の指導に従うとともに、教育奨学生としての資質の維持向上に努める必要があります。

したがつて、勉学の意欲がなかつたり、学校内外の規律を乱すなど、教育奨学生としてふさわし
くないと認められたときは、教育奨学金の貸与契約が解除されることになります。

ロ

〓

一

教育資金及び奨学金

国公立の学校 私立の学校区 分

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

月 額 18000円 23,000円 30,000円 35000円

(1)教育奨学金は、原則として教育奨学生名義の預金□座への振込みにより貸与します。
教育奨学生名義の預金□座がない場合は、やむを得ず保護者名義の預金□座へ振込みによ

り貸与します。
(2)教育奨学金は、下表に示す月の末日までに振込みます。

(3)教育奨学金は無利息です。
ただし、返還開始後、指定された納期限までに返還金を納付しなかっ

の延滞利息を納めなければなりません。

貸与月

教育資金及び奨学金

対 象 国公立の学校 私立の学校

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学
6月 4月から6月分 54000円 90,000円 105000円
8月 7月及び8月分 36000円 46,000円 60,000円 70,000円
10月 9月及び10月分 46,000円 60,000円 70,000円
12月 11月及び12月分 36000円 46,000円 60,000円 70,000円
2月 1月から3月分 54(∝ЮI円 105,000円

年 額 21 60oo円 276,000円 360,000円 420,000円
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た場合は、年lQ75%



教 育 資 金5-1

(1)申調Ю到洛
申請の資格は、次の各項のすべてに該当する方です。

ア 保護者が県内に住所を有していること。(単身赴任等の理由により県外に居住している場合

を含む。)

イ 学校教育法 (以下「法」という。)によ 匝回目
在学していること。

(奨学金とは異なりますので御注意<ださい。)

ウ 1年生は、申請時までの高等学校等の全科目の評定平均値が原則 3.〇以上であること。ただ

し、高等学校等での学習成績が未評定である場合は、中学3年生時の評定平均値が原則3.5以
上であること。

2年生以上は、在学する学年とその前年における全科目の評定の平均値が原則3.0以上であ

ること。

工 令和元年又は令和 2年において、世帯の主たる家計支持者の収入金額から所得金額を算出し、

その金額から特別控除額を差し引いた認定所得金額が収入基準額以下であること。

【4又入墓緊望日の目
=2】

区 分
給与収入のみの場合

(収入金額 0不応D
給与収入以外の場合

(収入金額一必要経費)

3人世帯
(例D父、母、本人

736万円 292万円

4人世帯
(働D上記の3人世帯に兄又は姉を追加

807万円 342万円

5人世帯
(憫D_日

.置
)4人世帯に祖父又は祖母を追加

837万円 363万円

★この金額以上でも、家族の状況により基準を満たすことがあります。

※ 生活保護を受けている方の申請について

平成17年 4月から生活保護制度の改正により、高校生に対する公立学校授業料相当額、教

科書及び通学費等の費用について、「給付」が受けられるようになりました。

貸付金等の貸与を受けることで「給付」の一部が受けられな<なることがありますので、

1墜菫:壺i藍i塾1娼:轟:菫:屁I裂i出!邑健康:握:拠韮:聾:埜:Li≦!塑1壁:彗i彗こ!旧、訓tのよ:工:ヨ:週:塾:∠【聖:壺!三:主1い二_

(2)貸与期間

ア 艶 幽 圭:虹K虫艶 重卿 巨|⊆虫L
翌隻違菫副連続艶艶 Z二受!産1ににL]【幽 【麹 ヨ壼 Z盤 菫 が、簡易な手続により賞与決

定を受けることができます。
ただし、その学校の正規の修業年限 (全日制の場合は3年、定時制課程又は通信制課程の場

合は4年)を超えて賞与を受けることはできません。

イ 同一学年を重ねて履修する場合、前年度以前の同一学年において教育奨学金の賞与を受けて

いない期間がある場合に限り、その受けていない期間分について貸与を受けることができます。
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教育奨学金貸与申請書 (P17)
家計等調書 (P18-19)
下表に示す書類 (主たる家計支持者分 (収入が最も多い者))
口座振込依頼書 (委任状)(P21)
保護者等の住民票 (本籍地記載あり、マイナンハ・―記載なし)※保護者が単身赴任等により県外居住の場合
在学証明書 ※県外高校等に在学している者のみ
在寮証明書等の自宅外通学であることがわかる書類の写し ※自宅外通学者のみ

を添付してください。
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項1  目 主な添付書類

勤労収入の場合 令和元年分源泉徴収票の写し

事業収入の場合

令和元年分確定申告書の控えの写し
十青色申告決算書(青色)又は収支内訳書(白色)の写し
(税務署等の受」立国が墨上ヽ』監含_は、_収入申告書(P23)、
e―丁axによる提出をした場合は、送信票の写しを添付)

年金・児童扶養手当。生活
保護等による収入がある

場合

受給者の氏名、最新の金額及び内容が確認できる書類
(例)最新の年金改定通知書の写し
(例)最新の児童扶養手当支払通知書の写し
(例)生活保護受給証明書

年額で証明す

る場合

上記書類の提出が
できない場合

令和2年度(令和元年分)課税証明書 ※6月以降

.最近就職・転職した場合
(右記のいすれ劇

給与証明書(P22※事業主に証明を依頼して<ださい
直近3ケ月分の給与明細書と前年の賞与明細書の写し
収入申告書(P23)(上記により難いときのみ)

月額で証明す

る場合

失業している場合
失業給付の受給額(見込額を含む)がわかる書類の写し
+本人からの申立書1失業に至つた経緯・求職活動の状況等を詳細に記載したもの}

家

計

等

調

書

の

１

関

係

退職した者又は退職予定がある者の

場合
上記いずれかの書類
+退職(予定)証明書等の写し

イ 障害のある人がいる世帯の場合
(右記のいずれか)

障害者手帳又は精神障害者保険福祉手帳

ウ 主たる家計支持者が別居 してい

る世帯の場合

経費内訳調書(P24)
+別居のため特別に支出している住居費、光熱水費、家
具、家事用品等購入実質の領収書等の写し

工 申請時点で長期(6ヶ月以上)に療
養中の人又は療養を必要とする
人がいる世帯の場合

経費内訳調書(P24
+治療に係る診察代、治療代、医薬品の領収書等の写し

家

計

等

調

書

の

２

関

係 オ 申請の前年から申請時までに火
災0風水害又は盗難などの被害を
受けた世帯の場合

経費内訳調書(P24)
+積算書類の写し

+罹災証明書又は被害(盗難)届証明書

※該当項目について



奨 学 金5-2

(1)申請の資格
申請の資格は、次の蚤鮨:αx壼頚m藪之当:盛:る:董とします。

ア 保護者が県内に住所を有していること。(単身赴任等の理由により県外に居住している場合

を含む。).
法に定める匿等学コ 匝≡菫萱≡≡亜至亜謹∃又は1亘等専門学□に在学していること。イ

(教育資金とは異なりますので御注意<ださい。)

工 次のQから(I)のいずれかに該当すること。
|ア1 令和元年度又は令和 2年度において生活保護法による保護を受けた世帯に属する者

|イ 1 主たる家計支持者が、障害者、寡婦 (夫)のいずれかに該当しており、かつ、所得金額が 125
万円以下 (給与収入で 2,044千円未満)であることにより、令和元年度又は令和 2年度の市

町村民税が非課税となつている者

|ウ 1 主たる家計支持者が、地方税法第 323条に基づき市町村条例の定めるところより令和元

年度又は令和 2年度の市町村民税が減免となっている者

1工1 令和元年又は令和 2年において世帯の全収入額 (年収)が生活保護法の規定により厚生労

働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額 (年収に換算)の1.5倍以下である

こと。

(収入基準額の目安)

★この金額以上でも、 の状況により基準を満たすこ ります。

※ 生活保護を受けている方の申請につい

平成17年 4月から生活保護制度の改正により、高校生に対する公立学校授業料相当額、教

科書及び通学費等の費用について、「給付」が受けられるようになりました。

貸付金等の賞与を受けることで「給付」の一部が受けられなくなることがありますので、

1堕:す:童握幽!員:轟

'菫

】駆】裂:ま県」建1嚢:握:祉セ婁こ:生:≦:コ1肇当重
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(2)賞与期間

ァ 襲 i幽 :整iliK虫1譴i奎:握l理inici虹 .

翌鯛藍壁韮滋軽量登i口螂聾盤、重ぬ1壺囲璽韮藁塑震数:亘軽董彊婁里董:董到獲翌堕虚
ますL

ただ し、その学校の正規の修業年限 (全日制の場合は3年、定時制課程又は通信制課程の場

合は4年)を超えて賞与を受けることはできません。

イ 同一学年を重ねて履修する場合、前年度以前の同一学年において教育奨学金の貸与を受けて

いない期間がある場合に限り、その受けていない期間分について貸与を受けることができます。

その他
=島市

富士市

御前崎市、菊川市

牧之原市、賀茂郡

榛原君L周智郡
居住地

静岡市、浜松市

沼津市、熱河市

伊東市

292万円278万円320万円 306万円
5歳、持家

3人世帯

360万円 380万円425万 円 405万 円4人世帯
(例)上記3人世帯に兄測ま崩6歳を追加

420万 円445万 円 400万 円5人1」帯
(例)上記4人世帯に祖父又は祖母

“

歳を追加
465万 円
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※該当項目について

奨学金の提出書類Ｑ
υ

′
Ｉ
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* 教育奨学金貸与申請書 (P17)

* 家計調書 (P20)

* 下表に示す書類 (世帯全員分)

* 口座振込依頼書 (委任状)(P21)
・ 保護者等の住民票 (本籍地記載あり、マ付ンハ・―記載なし)※保護者が単身赴任等により県外居住の場合

在学証明書 ※県外高校等に在学している者のみ

在寮証明書等の自宅外通学であることがわかる書類の写し ※自宅外通

を添付してください。
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家計の状況等 主な添付書類

i 生活保護世帯
市福祉事務所長県健康福祉センター所長の発行する生活

保護受給証明書

ii 地方税法第295条第 1項による市町村

民税が非課税(右記のいずれか)

市町村長が発行する所得及び課税状況がわかる書類

※主たる家計支持者の本人該当事項(障がい者、者年者、

寡婦等)及び社会保険料等の所得控除内訳が記載され

ていること

減免を通知する書類の写し 十 所得 (課税)証明書
ili 地方税法第323条に基づく市町村条例

の定めにより市町村民税が減免

十青色申告決算書(青色)又は収支内訳書(白色)の写し
(税務署等の受世即_がな上l揚_全L__収入申告書(P23)、

給与証明書(P22)

直近3ヶ月分の給与明細書と前年の賞与明細書の写し

収入申告書(P23)(上記により難いときのみ)

+本人からの申立書供業に至つた経緯・求購活珈)状況等を詳縄に記載したもの)

母子健康手帳の写し (氏名及び出産(予定日がわかるページ)

+最新の年金改定通知書又は年金振込通知書の写し

医師の証明書又は診断書
十医療機関の発行する領収書又は支払証明書の写し

契約書又は県市営住宅家賃決定通知書の写し

+直近の領収書の写し(□座振替の場合は通帳のコピー)

勤労収入の場合

家

計

調

書

の

１

関

係

家

計

調

書

の

２

か

ら

５

関

係

事業収入の場合

lv i～ lli以外の世帯

者の

令和 2年度 (令和元年分)課税証明書 ※6月以降

収入申告書(P23)

3-② 障害のある人がいる場合

5住宅が借家又は僣間の場合

介護施設等の領収書

学校長の証明又は学校からの通知文の写し

離婚調停中である旨の申立書

び内容が確認できる書類の写し

3-① 妊婦・産婦がいる場合

し失業給付の受給額(見込額を含む)

失業している場合

保護者が離婚調停中の場合

学校給食費の支出がある場合

令和元年分源泉徴収票の写し
:

υ

e―丁axによ を し 送信票の写

年額で証明

する場合

月額で証明

する場合

上記書類の提出
ができない場合

4-① 入院又は通院により継続的に

医療費がかかる者がいる場合

4-② 介護施設入所又は介護サービ
スを継続的に受けている場合

上記いずれかの書類
+退職(予定)証明書等の写し

(例)最新の年金改定通知書の写し

(例)最新の児童扶養手当支払通知書の写し
手当金等による収入がある

場合

2-② 教育費等の仕送り・預貯金
の切り崩し等がある場合

最近就職・転職した

場合(右記いずれか)

退職した者又は退職予

場合

令和元年


